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○米田貴志委員長 

 ただいまから予算常任委員会を開会いた

します。 

 原委員から欠席届が出ておりますので、

御了承願います。 

 本委員会に付託されました事件は、御配

付しております付託事件のとおりです。 

 審査の方法は御配付しております進行表

のとおりとしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、そのように進めさせていただ

きます。 

 まず、議案第94号令和７年度岸和田市一

般会計補正予算（第３号）、歳出のうち人

件費及び２款総務費の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○谷口英樹総務部長 

 議案書の79ページをお願いいたします。

議案第94号令和７年度岸和田市一般会計補

正予算（第３号）、歳出のうち各款にわた

りまして計上しております人件費に係る事

項につきまして、一括して御説明申し上げ

ます。 

 令和７年人事院勧告に準じて給料表の増

額改定及び期末勤勉手当の支給割合の引上

げ改定を実施することといたしましたこと

から、人件費を各款にわたり、１節報酬、

２節給料、３節職員手当等、４節共済費に

つきまして、おのおの補正を計上しており

ます。 

 一般会計の人件費所要総額につきまして

は、補正予算給与費明細書により御説明さ

せていただきます。 

 175ページをお願いいたします。上段の表

は総括表でございます。職員数、給与費、

共済費につきまして、補正後、補正前の数

値を計上するとともに、下段にそれぞれの

比較をお示ししております。 

 補正予算額につきましては、報酬が1567

万8000円の増額、給料が１億3083万9000円

の増額、職員手当が7764万6000円の増額、

共済費が4196万4000円の増額となっており、

補正予算総額は、合計欄に記載のとおり２

億6612万7000円となるものでございます。 

 下段の表は、補正計上しております職員

手当の所要額の内訳を記載したものでござ

います。 

 176ページ、177ページをお願いいたしま

す。こちらの表は、先ほどの175ページ、総

括の内容を会計年度任用職員以外の職員と

会計年度任用職員に分けて、それぞれ記載

したものでございます。 

 次の178ページには増減額の明細を記載し

ております。報酬、給料の増額につきまし

ては、若年層に重点を置きつつ、全ての職

員を対象に給料表を平均改定率3.43％で引

き上げることによるものでございます。ま

た、期末勤勉手当の増額につきましては、

年間支給月数を0.05月分引き上げることに

よるものでございます。 

 179ページをお願いいたします。こちらに

各職種についての補正前後の平均給料月額

と平均年齢の比較表を記載しております。 

○西川正宏総合政策部長 

 議案第94号令和７年度岸和田市一般会計

補正予算（第３号）、歳出のうち２款総務

費に係る補正予算につきまして御説明申し

上げます。 

 議案書の124ページ、125ページをお願い

いたします。２款総務費１項総務管理費１

目一般管理費に47万1000円の補正計上でご

ざいます。これは、右ページ、事業別区分

欄一番上、シティセールス推進事業に要す

る経費でございまして、内容といたしまし

ては、本市への来訪者増加を図るため、株

式会社バンダイナムコエンターテインメン

トが人気ゲームのコンテンツであるアイド
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ルマスターシリーズの20周年を記念して実

施するパネルオファープロジェクト、オフ

ァマスという企画に参加し、だんじり会館

にキャラクターの等身大パネルを設置する

ものでございます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようでございます。それでは、人件

費及び２款総務費の質疑を終結いたします。 

 次に、３款民生費の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○津田伸一子ども家庭応援部長 

 議案書の126ページをお願いいたします。

３款民生費２項児童福祉費２目子ども・子

育て支援費に２万円の補正計上で、内容に

つきましては、議案書127ページ、事業別区

分欄、下から２つ目、母子保健事業への計

上でございます。これは、国際ソロプチミ

スト岸和田から使途を指定しました御寄附

を頂きましたので、母子保健事業用庁用器

具費に充てるものでございます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようでございます。それでは、３款

民生費の質疑を終結いたします。 

 次に、４款衛生費の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○生嶋雅美市民健康部長 

 続きまして、一般会計補正予算のうち市

民健康部に係るものにつきまして御説明申

し上げます。 

 議案書128ページ、129ページをお願いい

たします。４款衛生費１項保健衛生費１目

保健衛生総務費に91万7000円の計上で、こ

れは、129ページ、事業別区分欄、上から２

つ目、保健センター管理事業に、明治安田

生命保険相互会社堺支社から頂いた使途指

定寄附金を保健センター管理事業用庁用器

具の購入に充てるものでございます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようです。それでは、４款衛生費の

質疑を終結いたします。 

 次に、10款教育費の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○山田潤教育総務部長 

 議案書の136ページ、137ページをお願い

いたします。10款教育費２項小学校費１目

学校管理費に300万円、その下、３項中学校

費１目学校管理費に1300万円の補正計上で、

右ページ、事業別区分欄、中ほどに記載の

小学校管理事業、中学校管理事業でござい

ます。 

 これらは、令和８年度から学級編制基準

が改められ、支援学級の増加が見込まれる

ことから、空き教室及び既存教室に空調や

パーティションを設置するための費用でご

ざいます。 

 続きまして、議案書の138ページ、139ペ

ージをお願いいたします。10款教育費５項

１目幼稚園費に235万7000円の補正計上で、

右ページ、事業別区分欄一番上に記載の幼

稚園管理事業でございます。これは、市立

大芝幼稚園の閉園に伴いまして、幼稚園の

借地を地権者に返還するため、境界測量や

遊具撤去の原状回復を行うための費用でご

ざいます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○海老原友子委員 

 小学校管理事業、中学校管理事業につい
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てお聞きします。令和８年度からの学級編

制基準の改正とはどういったものなのか教

えてください。 

○倉橋良弥学校管理課長 

 学級編制基準につきましては、今まで同

様に、障害種別ごとに８人を単位に単式ま

たは複式で学級編制するものでございます

が、今回の改正に当たりましては、下の学

年から順に編制することであったり、また、

同一学年を分けて編制することができなく

なるといったような運用方法の変更がござ

いました。 

○海老原友子委員 

 支援学級の増加が見込まれるということ

ですね。空調やパーティションを設置する

学校、教室数を教えてください。 

○倉橋良弥学校管理課長 

 まず小学校ですが、支援学級としては15

教室増えます。そして中学校ですが、支援

学級としては19室増えます。そのうちパー

ティション、エアコン等設置が必要な教室

数ですが、小学校が５校で、パーティショ

ンが７教室、エアコンが２教室、中学校が

８校で、パーティションが22教室、エアコ

ンが８教室となっております。 

○海老原友子委員 

 随分増えるんだなと思います。特別教室

にはまだ空調が設置されていないところが

多くあると聞いています。全ての子供たち

が安心・安全に、そして快適に過ごせる学

校環境を早急に整えてほしいと要望しまし

て、質問を終わります。 

○米田貴志委員長 

 他にございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようでございます。それでは、10款

教育費の質疑を終結いたします。 

 次に、13款諸支出金の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○新内利彦財務部長 

 議案書の140ページ、141ページをお願い

いたします。13款諸支出金２項還付金４目

国庫支出金還付金に864万7000円の補正計上

で、これは、右ページ、事業別区分欄、最

上段の障害者自立支援医療費国庫負担金償

還事業から最下段の出産・子育て応援交付

金支給事業費国庫補助金償還事業まで、令

和６年度の負担金及び補助金を精算しまし

たところ、いずれも受入れ超過となりまし

たので、超過分を国へ返還するものでござ

います。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようでございます。それでは、13款

諸支出金の質疑を終結いたします。 

 次に、歳入の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○新内利彦財務部長 

 議案書の115ページをお願いいたします。

１総括、歳入ですが、18款寄附金から21款

諸収入まで、最下段の歳入合計の補正額欄

に記載のとおり、２億9453万9000円の補正

計上でございます。 

 118ページ、119ページをお願いいたしま

す。18款１項寄附金３目指定寄附金に93万

7000円の補正計上で、これは、右ページ、

説明欄に記載の児童福祉費々途指定寄附金

及び保健衛生費々途指定寄附金でございま

す。 

 120ページ、121ページをお願いいたしま

す。19款繰入金１項基金繰入金に１億1300

万3000円の補正計上です。１目財政調整基

金繰入金に9653万2000円の補正計上でござ

います。３目岸和田市ふるさと応援基金繰

入金に47万1000円の補正計上でございます。

12目教育基金繰入金に1600万円の補正計上
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でございます。 

 122ページ、123ページをお願いいたしま

す。21款諸収入４項収益事業収入１目競輪

事業収入に１億8059万9000円の補正計上で

ございます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようでございます。それでは、歳入

の質疑を終結いたします。 

 次に、債務負担行為の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○新内利彦財務部長 

 83ページをお願いいたします。第２表債

務負担行為補正でございます。追加分とし

まして６件ございまして、１つ目、市庁舎

空調機器整備事業から、一番下、署所端末

等整備につきまして、今年度中に事業者を

選定するに当たり、期間と限度額を記載の

とおり定めるものでございます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○海老原友子委員 

 保育所給食調理業務委託について質問し

ます。桜台保育所の給食室改修の補正とい

うことなんですけども、給食調理ができな

いということですが、どういうふうに子供

たちは給食を取ることになるのか、その期

間と保護者への説明はされたのかというこ

とを教えてください。 

○松阪正純子育て施設課長 

 議員御質問の分につきましては、市立桜

台・光明認定こども園の整備工事をするに

当たりまして、来年４月から再来年の２月

までの11か月間、給食が、こちらでの自園

調理ができないために、今回、債務負担行

為をお願いするものでございます。この分

につきましては、外部から給食を搬入して

いただきまして、給食を充てる予定という

ことになっております。 

○海老原友子委員 

 保護者への説明もされたということです

ね。他市ではお弁当箱でというようなこと

があったんですけど、本市では搬入はどう

いう形になるんでしょうか。 

○松阪正純子育て施設課長 

 本市も予定しておりますのは、お弁当箱

の形での搬入を予定しております。 

○海老原友子委員 

 お弁当箱って遠足とかで行くとすごくう

れしいんですけども、バッカンで来て、よ

り温かいものが子供たちに与えられたらい

いなと思うんですけども、その辺もまた業

者に何か提案できるんであればお願いした

いなと思います。給食を作らないというこ

とであれば、調理員の処遇はどうなるのか

教えてください。 

○松阪正純子育て施設課長 

 調理用務員の雇用ということですけれど

も、調理業務は行いませんけれども、雇用

は継続する予定でございます。 

○海老原友子委員 

 保育所は食育にも力を入れているところ

は理解しているところなんですけども、給

食以外にもおやつを提供しているかと思い

ます。おやつはどうなりますか。 

○松阪正純子育て施設課長 

 おやつにつきましては、市販のものであ

ったりとか、また、果物であったり、また、

缶詰等、こういったものを提供する予定で

考えています。 

○海老原友子委員 

 11か月ということですが、１年近く、す

ごく給食、おやつが味気ないものになるな

という実感がします。５歳児などのクッキ

ングとかも行われると思うんですけども、



 

 - 5 - 

５歳児やったら、他のクラスのおやつを作

ったりとか、また、未満児は難しいですけ

ども、３歳以上児のクラスで、個々のクラ

スでそういう手作りクッキング、おやつ作

りとかいうようなこともカリキュラムに入

れていただいて、袋物のお菓子とか缶詰だ

けではなく、そういう手作り感のある温か

いというか、そういうおやつの機会を増や

してほしいと思います。衛生面ではかなり

先生方には御負担をかけることにはなるか

と思うんですけども、食育という面で子供

たちの発達に御尽力いただきたいというこ

とを要望して、質問を終わります。 

○米田貴志委員長 

 他にございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようでございます。それでは、債務

負担行為の質疑を終結いたします。 

 以上で議案第94号令和７年度岸和田市一

般会計補正予算（第３号）の質疑を終結い

たします。 

 次の理事者と交代してください。 

   （理事者交代） 

 次に、議案第108号令和７年度岸和田市一

般会計補正予算（第４号）、歳出のうち３

款民生費の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○山本隆彦福祉部長 

 ３款民生費のうち福祉部に関わるものに

つきまして御説明申し上げます。議案書の

18ページ、19ページをお願いいたします。 

 ３款民生費１項社会福祉費12目生活困窮

者自立支援費に２億5545万5000円の補正計

上でございます。これは、右ページ、事業

別区分欄記載の物価高騰重点支援給付金支

給事業といたしまして、物価高騰による負

担を軽減するための支援として、令和７年

度住民税が非課税となる世帯及び均等割の

みの課税となる世帯に対し、１人当たり

5000円を給付するための経費でございます。

事業実施に係る予算でございますが、給付

金２億4000万円及び郵便料、振込手数料な

どを計上いたしております。 

 なお、事業に係る経費につきましては、

全額国の物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金が充てられる予定となってござい

ます。 

○津田伸一子ども家庭応援部長 

 続きまして、子ども家庭応援部に係る補

正予算について御説明いたします。 

 同じく議案書の18ページ、19ページをお

願いいたします。２項児童福祉費２目子ど

も・子育て支援費に６億409万7000円の補正

計上で、右ページ、事業別区分欄に記載の

物価高対応子育て応援手当支給事業でござ

います。これは、物価高が長期化し、その

影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響

を強く受けている子育て世帯を力強く支援

し、子供たちの健やかな成長を応援する観

点から、ゼロ歳から18歳までの子供１人当

たり２万円を養育者へ支給するものでござ

います。 

 なお、事業に係る経費につきましては、

全額国の補助金が交付される予定でござい

ます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中岡佐織委員 

 議案書18ページ、19ページの物価高対応

子育て応援手当支給事業についてです。児

童手当と同じシステムで振り込んでいただ

くということだと思うんですけれども、ま

とめて一度にすれば振込手数料を削減でき

るかなと思ったところなんですけど、それ

を選択できなかった理由って何かあります

か、教えてください。 

○鈴木覚子育て支援課長 
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 今回の物価高対応子育て応援手当につき

ましては、臨時特別の一時金とされてござ

いますので、児童手当の上乗せという形で

はございませんので、一度に振り込めない

と考えております。 

○中岡佐織委員 

 一度には振り込めないんですけれど、同

じ日に、同じ月に２回振り込むんですか。 

○鈴木覚子育て支援課長 

 児童手当は、通常の場合は偶数月の10日

に支給ということなんですけども、今回、

これからいろいろ手当に関して準備してま

いりますので、２月で言いますと２月10日

になるんですけども、そこに間に合わすの

はちょっと困難かなというふうに今考えて

ございますので、２月の下旬ぐらいには振

り込みたいなと今のところ思っているとこ

ろでございます。 

○中岡佐織委員 

 ２月10日に児童手当が振り込まれて、同

じ月に別の形で振り込まれるということで

間違いないですね。 

○鈴木覚子育て支援課長 

 今のところ、２月の下旬には第１回目の

振り込みをさせていただきたいなとは考え

てございます。 

○中岡佐織委員 

 そしたら、以前聞いたのが、市民の混乱

を避けたということで、一度に振り込める

と本当はいいんだけども、別物として振り

込んだほうが混乱を避けられるということ

でこういうふうになったというような形で

お伺いしたものですから、今の御質問をさ

せていただいたんですけれども、限りある

予算なので、もう少しうまくすることがで

きなかったのかなと思っていたので、支給

方法の模索をもう少しまた引き続きよろし

くお願いいたします。ありがとうございま

す。 

○米田貴志委員長 

 他にございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようでございます。それでは、３款

民生費の質疑を終結いたします。 

 次に、４款衛生費の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○越智正則下水道河川部長 

 続きまして、下水道河川部に関するもの

につきまして御説明いたします。 

 同じく議案書（その２）の20ページ、21

ページをお願いいたします。４款衛生費５

項上水道費１目上水道総務費に555万5000円

の補正計上でございます。これは、水道料

金のうち基本料金の全額を来年度、６か月

間減免するため、料金システムの改修に係

る経費について、大阪広域水道企業団に負

担するものでございます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中井良介委員 

 中身については、異存はないんですが、

大阪広域水道企業団に加入しているという

ことで、手続についてどうなのか、今の市

の直営とは違いますので、どういうシステ

ムでやるのか教えてほしいと思います。 

○上地克行下水道河川総務課長 

 この４月から水道事業は大阪広域水道企

業団が行うこととなりましたが、水道を供

給しているお客様、市民、事業者について

は、特段手続は必要ございません。これは

従来、市のときと変わるところではありま

せん。 

○中井良介委員 

 市民は関係ないということですが、岸和

田水道センターと言うたらちょっと違うん

ですけど、その減免の手続というのは何か

特段のことがあるんでしょうか。 
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○上地克行下水道河川総務課長 

 市と水道企業団は、別団体にはなってお

りますので、今回議決いただきましたら、

市から企業団に正式に依頼して、企業団の

ほうで減免手続を進めていただくと、そう

いう手続になると思います。 

○中井良介委員 

 その場合、企業団の了解を得るというか、

許可を求めるというか、そういうことでは

ないんでしょうか。 

○上地克行下水道河川総務課長 

 当然、市の施策として実施する減免です

ので、企業団に協力していただかないとい

けません。ですので、企業団に正式に依頼

させていただいて、了解の上、協力して実

施していくという段取りになると思います。 

○中井良介委員 

 了解しました。 

 交付金そのものについて聞かせてもらっ

てもよろしいですか。今回、８億円余りの

……。 

○米田貴志委員長 

 全体の分ですか。 

○中井良介委員 

 はい。 

○米田貴志委員長 

 それはまた歳入のところでしていただい

たらいいと思います。 

○中井良介委員 

 そうですか、分かりました。そしたら置

いときます。 

○西田武史委員 

 水道のやつで１点だけ確認させていただ

きます。今回、令和８年の８月から半年間

実施するということなんですけれども、な

ぜ先々の半年先の８月からになっているん

ですか。これは、やっぱり、先ほど中井委

員からも質問があったように、水道企業団

と分かれているから、向こうとの調整でそ

れだけ時間がかかるのか、あるいは夏場で

一番水道を使うタイミングやからこの時期

にしたんか、その辺がちょっと気になった

んですけども。 

○上地克行下水道河川総務課長 

 今回、国の補正予算を受けて、その中で

市として水道料金の減免に取り組んでいく

というところで、できるだけ早くしたいと

いう思いもあるんですが、企業団の岸和田

水道センターと、その料金システムを導入

しているベンダーとの間で協議した中、今

のところ、実施できるのが８月検針分から

というところで、そういう準備が整うのが

その時点ということで、それで進めさせて

いただいております。 

○西田武史委員 

 その辺のシステム上の問題で先になって、

一番水道を使う時期に合わせたとかという

意図的なものではないわけですね。 

○上地克行下水道河川総務課長 

 あとシステムの問題もございますし、ま

た、夏場の水量が増えるときに、一定、今

まで数回減免に取り組んできましたけども、

今回については、一番規模的にも期間的に

も長い減免になりますので、ちょっと先に

はなるんですけども、夏場の使用水量が多

い時期に、できるだけ息の長い減免効果を

市民に及ぼすような形での取組として、し

ていきたいと考えております。システムの

問題もあるんですけども、今のところ、準

備が整うのがその時点というところです。

これは、市で水道事業をしていたのが企業

団に移ったから、それで遅れたということ

はございません。 

○海老原友子委員 

 企業団になってなければもっと早く減免

できたのかなと思ったんですけど、今そう

ではないという御説明だったんですけれど

も、８月にやっぱり暑いから水を使う量は
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増えるんですけど、でも、もう６月の梅雨

のときからじめじめとして、水を使う量は

多いんです。システムのそういう準備で時

間がかかるというのは分かるんですけども、

なるべく早くして８月なのか、もっと早く

できるんであれば６月の検針分ぐらいから

減免の手続をしていただきたいと思います

ので、システムの準備をなるべく早く企業

団に要望していただきたいと思います。 

○米田貴志委員長 

 他にございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようでございます。それでは、４款

衛生費の質疑を終結いたします。 

 次に、歳入の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○新内利彦財務部長 

 議案書（その２）の13ページをお願いい

たします。１総括、歳入ですが、最下段、

歳入合計の補正額欄に記載のとおり、８億

6510万7000円の補正計上でございます。 

 16ページ、17ページをお願いいたします。

15款国庫支出金２項国庫補助金に８億6510

万7000円の計上です。１目総務費国庫補助

金に２億6101万円で、これは、右ページ、

説明欄に記載の物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金でございます。２目民生費

国庫補助金に６億409万7000円で、これは、

右ページ、説明欄に記載の物価高対応子育

て応援手当支給事業費補助金でございます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中井良介委員 

 今回の臨時交付金が、８億円余りを予算

化されているわけですが、交付金そのもの

はまだあるのではないかと思うんですが、

その点はいかがですか。 

○田中浩二企画課長 

 委員お見込みのとおり、まだ額はござい

ます。 

○中井良介委員 

 概算の金額と、あとどういうふうに活用

していくかということについて、どんなふ

うに思われているかお願いしたいと思いま

す。 

○米田貴志委員長 

 今回、この予算の中の話で、それが先の

話なので、一応答えられる範囲で。 

○田中浩二企画課長 

 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金の推奨事業メニューの支援で交付される

限度額についてでございますけれども、国

会で令和７年度補正予算が昨日成立いたし

ました。そして、本日、本当につい先ほど

なんですけれども、本市にも通知が届きま

して、その中で示された額が約18億円とい

うことになってございます。そして、水道

料金の減免、また低所得世帯への給付以外

の事業につきましては、引き続き本市の実

情の把握に努めまして、国、府の対応や社

会動向を注視いたしまして、物価高騰の影

響を受けている市民、事業者の皆様の負担

軽減を図るために、限りある財源を効果的

に活用できるように検討して、事業を選定

してまいりたいと考えてございます。 

○反甫旭委員 

 水道料金の減免に５億円ということで、

結構なウエートを占めるんですけど、庁内

でどういう議論がなされて水道料金をまず

減免することに決まったのかだけ教えてく

ださい。 

○田中浩二企画課長 

 今回提案させていただきました水道料金

等につきましては、これまでも実施してき

たスキームやノウハウ等がある事業という

ことで整理させていただきまして、効率的、

効果的な点というところを考慮いたしまし
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て、まずは特に影響を受けている方々への

支援と、物価高騰は全ての市民、事業者に

影響があるということも鑑みて、幅広く全

ての方々に行き渡る支援ということで選定

させていただいた次第でございます。 

○反甫旭委員 

 例えば、ほかに何かと比べてとか、比較

してこれになったのか、ほかの何か政策と

いうか提案、選択肢はあったのか教えてく

ださい。 

○田中浩二企画課長 

 いろいろと検討した中で考えさせていた

だいたメニューとしては、水道料金がよか

ったのかなというところで提案させていた

だいたところでございます。 

○米田貴志委員長 

 他にございませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようでございます。それでは、歳入

の質疑を終結いたします。 

 次に、債務負担行為の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○新内利彦財務部長 

 議案書７ページをお願いいたします。第

２表債務負担行為補正でございます。追加

分として２件ございまして、１つ目、窓

口・コールセンター等業務委託は、記載の

とおり期間と限度額を定めるもので、物価

高騰重点支援給付金支給事務に係る事業者

の選定を今年度中に行うためのものでござ

います。 

 ２つ目、水道料金減免に係る大阪広域水

道企業団負担金については、来年度、水道

料金の基本料金について６か月間の減免を

実施するため、記載のとおり期間と限度額

を定めるものでございます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようです。それでは、債務負担行為

の質疑を終結いたします。 

 以上で議案第108号令和７年度岸和田市一

般会計補正予算（第４号）の質疑を終結い

たします。 

 次の理事者と交代してください。 

   （理事者交代） 

 次に、議案第95号の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○横田智美公営競技事業所長 

 議案書85ページをお願いいたします。議

案第95号令和７年度岸和田市自転車競技事

業特別会計補正予算（第２号）につきまし

て御説明申し上げます。 

 補正予算の総額は、第１条の歳入歳出予

算の定めのとおり、歳入歳出それぞれ43億

9833万1000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ422億6044万9000円と

定めるものでございます。 

 内容につきましては、議案書152ページ、

153ページをお願いいたします。まず歳出で

ございますが、１款自転車競技費２項開催

費１目通常開催競輪費に41億1530万2000円

の補正計上で、右ページ、事業別区分欄一

番上、開催事業委託料に７億1458万9000円、

その下、使用料及び賃借料に1655万7000円、

事業別区分欄、上から２つ目、投票払戻事

業に32億2238万9000円、その下、全国競輪

施行者協議会分担事業に6403万3000円、そ

の下、ＪＫＡ交付事業に9773万4000円の補

正計上で、これらは、売上げ増加に伴いま

す場内場外経費、払戻金並びに関係団体へ

の交付金等の支払いに対し、現計予算では

不足が生じることが見込まれるため、予算

の増額をお願いするものでございます。 

 154ページ、155ページをお願いいたしま

す。２款１項１目積立金に１億243万円の補

正計上で、右ページ、事業別区分欄、岸和
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田競輪場施設改善基金積立事業に１億243万

円で、収益金を基金に積み立てるものでご

ざいます。 

 156ページ、157ページをお願いいたしま

す。３款１項１目繰出金に１億8059万9000

円の補正計上で、売上げ増によります繰出

金の増額でございます。 

 議案書148ページ、149ページにお戻り願

います。歳入でございますが、１款競輪事

業収入１項事業収入１目通常開催競輪事業

収入に42億9590万1000円の補正計上で、勝

者投票券売上収入の増額でございます。 

 議案書150ページ、151ページをお願いい

たします。２款財産収入１項財産運用収入

１目通常開催競輪財産運用収入に１億243万

円の補正計上で、本場開催競輪場貸付収入

の増額でございます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようです。それでは、議案第95号の

質疑を終結いたします。 

 次に、議案第96号の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○越智正則下水道河川部長 

 議案書89ページをお願いいたします。議

案第96号令和７年度岸和田市下水道事業会

計補正予算（第２号）について御説明いた

します。 

 まず、第２条は収益的支出の予定額でご

ざいますが、第１款事業費用第１項営業費

用に2413万3000円の補正計上でございます。 

 内容につきましては、162ページ、163ペ

ージをお願いいたします。７目総係費にお

きまして、給料、手当等、報酬及び法定福

利費にそれぞれ記載のとおり補正計上する

ものでございます。これは、令和７年人事

院勧告に伴う増額に加え、当初予算の想定

から人員配置が変動したことによる増額に

ついて、併せて補正のお願いをするもので

ございます。 

 89ページにお戻り願います。第３条は、

新たな債務負担行為の設定を行うものでご

ざいます。地蔵浜地区公共下水道管渠布設

工事につきまして、記載のとおり期間及び

限度額を定めたいものでございます。 

 本事業は、港のにぎわいづくり、漁業振

興に係る取組を推進するため、地蔵浜地区

における下水道の整備を行うものでござい

ます。本市では、令和８年11月に全国豊か

な海づくり大会の開催が予定されており、

早期に事業効果が発現されるよう本年度中

に事業着手する必要があることから、債務

負担行為の設定をお願いするものでござい

ます。 

 第４条は、議会の議決を経なければ流用

することができない経費でございますが、

第２条における補正予定額と同額を職員給

与費に補正計上するものでございます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようでございます。それでは、議案

第96号の質疑を終結いたします。 

 次に、議案第97号の審査に入ります。 

 本件に関し、理事者の説明を求めます。 

○藤原林市民病院事務局長 

 議案書91ページをお願いいたします。議

案第97号令和７年度岸和田市病院事業会計

補正予算（第２号）について御説明いたし

ます。 

 まず、第１条では補正予算を定める旨を

規定してございます。 

 第２条は、当初予算で定めた収益的支出

の補正予定額を定めるもので、第１款病院

事業費用第１項医業費用に１億9405万4000
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円を増額補正いたしたいためのものでござ

います。 

 それでは、補正予算の内容につきまして

御説明いたします。 

 168ページをお願いいたします。収益的支

出でございますが、１款病院事業費用１項

医業費用１目給与費に１億9405万4000円の

増額補正をお願いするものです。これは、

令和７年の人事院勧告による給与等の引上

げに準じて市でも給与等を改定することに

よるもので、当初予算額を上回る見込みと

なったためでございます。 

○米田貴志委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 ないようでございます。それでは、議案

第97号の質疑を終結いたします。 

 以上で付託議案の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありま

せんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 直ちに付託議案を採決いたします。 

 議案第94号から議案第97号までの４件及

び議案第108号を合わせました以上５件につ

きまして、原案を可とすることに御異議ご

ざいませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

 御異議ないようですので、本各件は原案

を可とすることに決しました。 

 最後に、委員会の報告はいかがいたしま

しょうか。 

   〔「正副委員長に一任」の声あり〕 

 それでは、そのようにさせていただきま

す。 

 以上で予算常任委員会を閉会いたします。 

（以 上） 


